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進行要領 

発言者 内          容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局長 
 
 
 
会 長 

１．開催日時 平成２５年１１月２０日（水） 
午前９時００分から午前９時４５分 

２．開催場所 立田庁舎 ３階 第一会議室 
 
３．出席委員（３４人）別紙のとおり 
 
４．欠席委員（ ３人）別紙のとおり 
 
５．議事日程 
 
日程第 １ 議事録署名委員の指名 
日程第 ２ 議案第２５号 農地法第３条の規定による許可申請 
日程第 ３ 議案第２６号 農地法第４条の規定による許可申請 
日程第 ４ 議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請 
日程第 ５ 議案第２８号 買受適格証明願（５条許可申請） 
日程第 ６ 決定第 ９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る当委員会の決定について 
日程第 ７ 専 決 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出    
日程第 ８ 専 決 報 告 農地法第４条第１項第７号の規定による届出 
日程第 ９ 専 決 報 告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 
日程第 10 専 決 報 告 買受適格証明願（５条届出） 
日程第 11 報 告 農地法第１８条第６項の規定による通知 
日程第 12 報 告 農地法第５条関係取消願 
日程第 13 報 告 公共工事に伴う一時転用 
日程第 14 そ  の  他 
 
６．農業委員会事務局職員 （ ３人）別紙のとおり 
 
７．本委員会の書記は、課長補佐 渡辺弘康 である。 
 
８．会議の概要 
 
 開会（午前９時００分） 
 
定刻となりましたので、平成２５年１１月農業委員会定例会を始めさせていた

だきます。議事の進行は、愛西市農業委員会総会規則第５条により日永会長さん
にお願いします。 
 会長さん宜しくお願いします。 
《会長あいさつ》 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 

それでは、本日の出席者数は３７名中３４名で、定足数に達しておりますので、
只今より１１月定例農業委員会を開会します。 
 
審議に入ります前に、日程第 1、本日の議事録署名者を私より指名致します。 
ご異議ありませんか。 
 
《異議なしの声》 
それでは、 

議席番号２２番 堀田 秀志 委員 
議席番号２３番 服部 一美 委員 
を指名しますので宜しくお願いします。 

 
それでは只今より、議事日程に基づき議案審議に入らさせていただきます。 

  
議案第２５号 農地法第３条の規定による許可申請・・・・・・・・３件 
議案第２６号 農地法第４条の規定による許可申請・・・・・・・・１件 
議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請・・・・・・・・７件 
議案第２８号 買受適格証明願（５条許可申請） ・・・・・・・・４件 
決定第 ９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

による当委員会の決定について・・・・・・・・・３０件 
専 決 報 告 農地法第３条の３第１項の規定による届出・・・・・６件 
専 決 報 告 農地法第４条第１項第７号の規定による届出・・・・１件 
専 決 報 告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出・・・・１件 
専 決 報 告 買受適格証明願（５条届出） ・・・・・・・・・・１件 
報 告 農地法第１８条第６項の規定による通知・・・・・・２件 
報 告 農地法第５条関係取消願・・・・・・・・・・・・・１件 
報 告 公共工事に伴う一時転用・・・・・・・・・・・・１１件 
 
 
それでは、議案第２５号 農地法第３条の規定による許可申請 ３件について

事務局より説明をお願いします。 
 

《事務局説明》 
（１番から３番の、譲渡人住所氏名・譲受人住所氏名・申請地の所在・地目・面
積、権利の内容、申請理由を朗読及び詳細説明）２番と３番につきましては、農
地の交換でございます。尚、以上、３件につきまして、農地法第３条第２項各号
に該当しない為、許可要件を全て満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、議案第２５号について、事務局より説明させていただきました、何かご

質問・ご意見ございますか。 
（発言なし） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 

宜しいでしょうか。 
 
それでは、議案第２５号 農地法第３条の規定による許可申請 ３件について

賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成ですので許可することに決定します。 

 
続きまして、議案第２６号 農地法第４条の規定による許可申請 １件につい

て審議をお願いします、事務局より説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 

（１番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）太陽光パネル８０枚を設置し、売電する計画でございます。架台は
専用金属架台を利用し、防草シートを張り、フェンスも有り、工事費は○○○円、
７，８年で回収出来る計画で事業の採算性もあり、農地法第４条第２項各号に該
当しないため許可要件を全て満たしていると思われます。 
 
只今、議案第２６号について事務局より説明させていただきましたが、何かご

質問・ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 
宜しいでしょうか。 
 
それでは、議案第２６号 農地法第４条の規定による許可申請 1 件について、

賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成と言う事で、県へ進達することに決定いたし

ます。 
 
続きまして、議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請 ７件につい

て審議をお願いします、事務局より説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 

（１番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）現在は、５１台分の駐車スペースを確保していますが、保護者の送
迎が約１３０名程あり、駐車場が大変不足していることにより、今般５２台分の
駐車スペースを確保する計画でございます。 
（２番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）太陽光パネル３００枚を設置し売電する計画でございます。計画内



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容を確認し事業の採算性はあると思われます。架台は金属製の専用架台で、基礎
は鋼管を８０cm 埋め込むとの内容でございます。総額○○○円、採算９年、フェ
ンス無し、敷き砂利でございます。 
（３番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）現在は、あま市の賃貸住宅に家族４人で居住していますが、手狭な
ことにより、今般、分家住宅を建築する計画でございます。 
（４番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）申請者は四日市市に本店を有し、隣接地の名古屋西営業所にてガス
器具、太陽光パネルの販売をしており、現在は、従業員１２名、営業車５台、増
員予定が３名であり、駐車場及び資材置場が不足しており、今般、申請にて不足
分を補う計画でございます。今回の計画では、半分を資材置場、半分を駐車場２
０台とし、現在の駐車場は来客用及び、イベント会場として利用する計画でござ
います。 
（５番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）現在、仮住まいしている住居を両親が営む修理工場に使用する事と
なり、分家住宅を建築する計画でございます。 
（６番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）受け人は中古車販売業を営んでおり、販売台数の増加、盗難防止の
ため、分家住宅建設予定地に隣接する申請地に１３台分の保管スペースを確保す
る計画でございます。尚、今回、「報告」事項に上げさせていただきました取消願
があった土地を利用する計画でございます。 
（７番の申請者住所氏名・申請地の所在・地目・面積、申請内容・申請理由を朗
読及び説明）現在は家族４人にて賃貸住宅に居住していますが、子供も大きくな
り、大変手狭な事により申請地に分家住宅を建築する計画でございます。 
 
以上、７件につきましては農地法第５条第２項各号に該当しないため許可要件

を満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、議案第２７号について事務局より説明させていただきましたが、何かご

質問・ご意見ございますか。 
 
（発言なし） 
宜しいでしょうか。 
 
それでは、議案第２７号 農地法第５条の規定による許可申請 ７件について、

賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成と言う事で、県へ進達することに決定いたし

ます。 
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32番委員 
 
事務局 
 
 
会 長 
 
 
 
 

続きまして、議案第２８号 買受適格証明願（５条許可申請）４件について審
議をお願いします、事務局から説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 
（１番の出願者住所・氏名、土地の所在・地目・面積、備考の内容を朗読及び説
明）住宅販売を営んでいる業者でございます。申請地を建築資材置場、搬入、搬
出車両及び従業員、配送スタッフの車両置場として利用する計画でございます。 
（２番の出願者住所・氏名、土地の所在・地目・面積、備考の内容を朗読及び説
明）太陽光発電設備の設置でパネル２１６枚、総事業費○○○円、回収は 10 年目、
架台は専用架台、基礎はコンクリートブロック、敷き砂利、フェンス無しの計画
でございます。 
（３番の出願者住所・氏名、土地の所在・地目・面積、備考の内容を朗読及び説
明）太陽光発電設備の設置でパネル１６８枚、総事業費○○○円、回収 9 年目、
架台は専用架台、基礎は鋼管埋込みコンクリート打ち、防草シート、フェンス有
りの計画でございます。 
（４番の出願者住所・氏名、土地の所在・地目・面積、備考の内容を朗読及び説
明）太陽光発電設備の設置でパネル２８８枚、総事業費○○○円、回収 5 年目、
架台は専用架台、基礎はコンクリートブロック、フェンス無しの計画でございま
す。 
 
以上４件につきましては、農地法第５条第２項の各号に該当しないため、許可

要件を全て満たしていると思われますので、適格証明することが出来ると思われ
ます。尚、事務の効率化を図るため、出願者が落札して農地法第５条の規定によ
る申請をされた時、この証明内容と相違ないときは速やかに県へ進達処理してよ
ろしいかも含め、ご協議をお願いします。尚、先月もこの土地につきましては、
１件の証明願があり、５件にて入札に参加し、その内、落札者が、手続きを行っ
たとき、速やかに県へ進達する事となります。以上でございます。 
 
只今、事務局より議案第２８号 の説明させていただきました、何かご質問ご

ざいますか。 
 
これは売却が終わってから、３ヶ月ぐらいはそのままとしておくのでは。 
 
〔期間入札の公告〕内容を説明し、早ければ２月定例会案件として、また皆様

方に５条申請の内容を報告させていただく事となるかと思われます。 
 
他に宜しいでしょうか。 
（発言なし） 

 
それでは、議案第２８号 買受適格証明願（５条許可申請）４件について、賛

成の方は挙手をお願いします。 
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13番委員 
 
事務局 
 
13番委員 
 
事務局 
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（全員挙手） 
全員賛成と言う事で、県へ進達することに決定いたします。 

 また、落札された後、農地法第５条の申請が提出された時は、速やかに県へ進
達させていただきますので、宜しくお願いします。 
 
続きまして、決定第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定によ

る当委員会の決定についての説明をお願いします。 
 
《事務局説明》 
決定第９号の農地利用集積計画につきましては、件数も多い為、集計概要を報

告し、説明とさせていただきます。議案番号１番から３０番、全体筆数は 62 筆、
面積は 39,677 ㎡でございます。円滑化団体の、あいち海部農業協同組合が受人と
なって利用権設定された筆数は、19 筆 16,795 ㎡でございます。あいち海部農業
協同組合以外の受人は、全て認定農業者の 8 名で 43 筆 22,882 ㎡です。内容につ
きましては、作物は水稲、レンコン、麦、普通畑でございます。新規 48 件、再設
定 14 件、契約期間は 5 年 6 年 10 年。権利の内容につきましてはすべて賃借権で
ございます。以上、集計概要を報告し、説明とさせていただきます。 
尚、この事案につきましては、農業経営基盤強化促進法１８条第３項の各要件

を全て満たしていると思われます。以上でございます。 
 
只今、事務局より決定第９号について 簡略した内容ではございますが、説明

をさせていただきました、何かご質問ございますか。 
 
１番の譲受人○○さんにだけ畑を集約していく予定でしょうか。 
 
そうではありません。 
 
小さい圃場まで管理が行き届かないので市民農園などを活用しては。 
 
特定貸付を行うことは可能でございます。しかし、特定貸付に関する手続きに

ついては、なかなか面倒な手続きがあり、もう少し簡単な手続きとなれば良いか
と思います。 
 
他に宜しいでしょうか。 
（発言なし） 
 
それでは、決定第９号 農業経営基盤強化促進法第１８条第 1 項の規定による

当委員会の決定について、賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。 



 

 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会 長 

全員賛成ですので、市へ答申する事に決定させていただきます。 
 
続きまして、専決報告４件・報告３件について事務局より一括で説明をお願い

します。 
 

《事務局説明》 
（専決報告 農地法第３条の３第１項の規定による届出 １番から６番の申請者
住所氏名、申請地・地目・面積、申請内容・権利・取得事由、斡旋希望の有無、
を朗読説明）以上、６件の届出がございました。 
 
（専決報告 農地法第４条第１項第７号の規定による届出 １番の申請者住所氏
名・申請地所在、地目、面積・目的・申請理由・受理通知交付年月日を朗読説明） 
以上、１件の届出がございました。 
 
（専決報告 農地法第５条第１項第６号の規定による届出 １番の申請者住所氏
名・申請地所在、地目、面積・目的・申請理由・受理通知交付年月日を朗読説明） 
以上、１件の届出がございました。 
 
（専決報告 買受適格証明願（５条届出） １番の願出者住所氏名・土地の所在、
地目、面積・備考欄を朗読説明）以上、１件の届出がございました。 
 市街化の買受適格証明でございます。この様な手続きを経て、競売に参加する
ことにより、落札後、通常の届出があり、受理することとなります。この案件に
つきましては、先月も１件、同様の証明願がございました。尚、この者が落札し
た場合、再度５条の届出があり、その届出の内容を確認し今回の届出と相違ない
場合は、受理通知を出させていただきます。 
 
（報  告 農地法第１８条第６項の規定による通知書 １番から２番の申請者
住所氏名・申請地所在、地目、面積・解約申込日、合意成立日、土地引渡日・申
請理由を朗読説明）以上、２件の解約の届出がございました。 
 
（報  告 農地法第５条関係取消願 １番の譲渡人住所氏名、譲受人住所氏名、
申請地、当初の目的、取消事由を朗読説明）先程説明させていただきました５条 
案件の５番６番に関する土地についての取消願でございます。現況が農地でござ
いますので、この様な取消願を受付けた後、新たな申請を受付けることとなりま
す。以上、１件の取消願の提出がございました。 
 
（報 告 公共工事に伴う一時転用 １番から１１番の工事名・工事内容・一時
転用場所、地目、面積、借地面積・施工期間・転用内容・請負業者名を朗読説明） 
以上１１件の公共工事に伴う一時転用の届出がございました。 
 
只今、専決報告、報告についてご説明させていただきました、これについて何
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かご質問ございますか。 
 
買受適格証明願(５条許可申請)1 番の会社と買受適格証明願(５条届出)１番の
会社は名前が似ていますが違うのですか。 
 
別会社でございます。 
 
取消願の面積と５条申請の合計面積が違うのはなぜか。 
 
分筆したことにより面積に違いが生じた事と思われます。 
 
他に宜しいでしょうか。 
（発言なし） 
 
それでは、専決報告、報告について賛成の方は挙手をお願いします。 
 
（全員挙手） 
有り難うございました。全員賛成ですので可決承認をさせていただきました。 

 
これをもちまして、１１月定例農業委員会に付託された案件の審議を終了します。 

 
（終了 午前 ９ 時 ３５ 分） 

 
続きまして、その他に入らせていただきます。 
 

○ 先月の農地パトロール報告をお願いします。（八開地区） 
 
（議席番号１３番 三輪 副会長より報告） 

 
 ご苦労様でした。 
 
その他、事務局より報告事項があればお願いします。 

 
○ 今月の農地パトロールは佐織地区を予定しておりますので、佐織地区の委員

の方は、佐織庁舎 ２階、第一委員会室に １１月２５日（月）午後１時３
０分集合をお願いします。 

 
○ 次回、定例農業委員会は１２月１９日（木）午前９時より立田庁舎 第一会

議室にて開催いたします。当初計画より日程を変更しておりますので、間違
えない様にお願いします。１２月２０日（金）から１２月１９日（木） 
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○ あいちの農林水産フェア」１１月１4 日（木）～１9 日（火）丸栄８階 大
催事場で開催されました、お出かけいただいた委員の方につきましては、ご
苦労様でした。 

 
○ 今月末に農産物品評会が開催されますので、お出かけいただければ思いま

す。 
・ 場所「あいち海部農協 （アグリフェスタ会場）」北部営農センター２階 
・ 農産物品評会 11 月 29 日（金）午後２時 （北部営農センター２階） 
・ 表彰式 11 月 30 日（土）午前 9時 15 分 （アグリフェスタ会場） 
 

○ お手元に「全国農業新聞の領収書」を配布させて頂きました、確定申告の際
に御利用下さい。 尚、先月、報告させて頂きましたが、当市が全国農業新
聞の重点地区に指定されています。 重点地区とは、購読部数を増やす事で
ございますので、親戚、お近くの方で購読を希望されます方がありましたら、
事務局まで御連絡下さい。よろしくお願いします。 

 
○ 農業委員の名刺をお渡しさせていただいておりますが、足りない場合は事務

局まで申出をお願いします。（平成２３年１２月に各２０枚を配布した） 
 
○ お手元に「利用状況調査資料」の配布をさせて頂きました、内容につきまし

ては渡辺より説明させていただきます。 
《渡辺説明》  回収期限は、平成２６年２月２０日です。 
 
事務局からは以上でございます。 
 
その他、宜しいでしょうか。 

 
これをもちまして１１月定例農業委員会を閉会いたします。 
 
 閉  会（午前 ９ 時 ４５ 分） 
 

会       長   日 永   熙  

 
        議事録署名者   

     議席番号２２番委員   堀 田 秀 志 

 
議事録署名者 

       議席番号２３番委員   服 部 一 美 

 


